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対
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加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

　
ご
み
の
減
量
化
お
よ
び
資
源

ご
み
の
有
効
活
用
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
意
識

の
向
上
を
図
る
た
め
、
資
源
ご

み
（
ス
チ
ー
ル
缶
・
ア
ル
ミ
缶

・
ビ
ン
類
・
古
紙
類
）
を
集
積

す
る
市
民
団
体
に
対
し
て
、
回

収
量
１
㎏
あ
た
り
４
円
を
奨
励

金
と
し
て
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
実
施
団
体
と
し
て
登
録
で
き

る
団
体
は
、
次
の
要
件
に
該
当

す
る
団
体
で
す
。
ま
た
、
登
録

の
有
効
期
限
は
、
登
録
の
あ
っ

た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
と

な
る
た
め
、
毎
年
度
申
請
が
必

要
で
す
。

◎
登
録
要
件

①
お
お
む
ね
30
人
以
上
の
人
数

　
で
構
成
す
る
市
民
団
体
で
あ

　
る
こ
と
。

②
資
源
ご
み
集
積
所
を
設
置
し
、

　
管
理
で
き
る
こ
と
。

③
計
画
的
な
集
積
活
動
を
実
施

　
で
き
る
こ
と
。

資
源
ご
み
の
回
収
実
施
団
体
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
ご
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
使

用
済
み
植
物
性
食
用
油
を
収
集

し
て
い
ま
す
。

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
入
れ
て
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

収
集
日

　
毎
月
第
２
水
曜
日

（
今
月
の
収
集
日
は
、
２
月
12

日
㈬
と
な
り
ま
す
が
、
ス
ポ
ー

ツ
プ
ラ
ザ
は
休
館
日
の
た
め
、

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
の
み
２
月
13

日
㈭
に
収
集
し
ま
す
。
）

収
集
場
所
　
環
境
課

          

　
中
央
公
民
館

使
用
済
み
の
植
物
性
食
用
油
を
収
集
し
て
い
ま
す

　
　
　
　
　
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

※
動
物
性
油
脂
は
収
集
で
き
ま

せ
ん
。

問
環
境
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
０
６

◆
平
成
26
年
度
資
源
回
収
実
施

団
体
説
明
会
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す

　
実
施
団
体
の
登
録
を
希
望
さ

れ
る
方
は
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

時
２
月
21
日
㈮

　
午
後
２
時
30
分
〜

場
中
央
公
民
館

問
環
境
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
０
６

　
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
社

会
教
育
の
振
興
を
図
り
、
日
頃

の
学
習
成
果
や
、
様
々
な
経
験

が
生
か
さ
れ
る
よ
う
な
地
域
社

会
の
構
築
を
目
指
し
、
社
会
教

育
振
興
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

時
２
月
22
日
㈯

　
受
付
　
午
後
０
時
30
分
〜

　
開
会
　
午
後
１
時
〜

場
中
央
公
民
館

費
無
料

内
①
社
会
教
育
功
労
者
表
彰

　
②
成
果
発
表
「
八
街
の
発
展

　
に
つ
く
し
た
人
々
」

　
発
表
者
：
実
住
小
学
校
児
童

　
③
記
念
講
演
「
人
生
は
８
合

　
目
か
ら
が
お
も
し
ろ
い
」

　
講
師  

登
山
家

        

田
部
井
　
淳
子
　
氏

※
手
話
通
訳
が
つ
き
ま
す
。

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
来
場
さ
れ
る
際
は
、
ふ
れ

あ
い
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

第
37
回
八
街
市
社
会
教
育
振
興
大
会

　
ま
た
、
車
で
来
場
さ
れ
る
方

は
、
乗
り
合
わ
せ
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。
（
中
央
公
民
館
の
駐

車
場
が
満
車
の
場
合
は
、
八
街

中
央
中
学
校
と
つ
く
し
園
の
駐

車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
）

問
社
会
教
育
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
６
４

台
風
26
号
に
よ
る
被
災
住
宅
お

よ
び
被
災
住
宅
復
旧
支
援
事
業

補
助
金

対
住
宅
が
床
上
浸
水
と
な
り
、

　
ま
た
は
住
宅
に
直
接
被
害
が

　
及
ぶ
あ
る
い
は
及
ぶ
恐
れ
が

　
あ
る
土
砂
崩
れ
が
宅
地
内
に

　
発
生
し
、
そ
の
復
旧
工
事
な

　
ど
を
行
う
方
。

補
助
金
額

　
住
宅
・
宅
地
の
復
旧
に
要
す

　
る
費
用
お
よ
び
仮
住
ま
い
を

　
し
た
と
き
の
家
賃
の
１
／
２
。

　
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
。

補
助
金
の
限
度
額

①
床
上
浸
水
30
万
円

②
宅
地
の
被
害
50
万
円

③
住
宅
・
宅
地
の
復
旧
工
事
で

　
住
宅
に
住
め
な
い
場
合
、
ま

　
た
は
危
険
な
状
態
で
住
宅
に

　
住
む
こ
と
が
適
当
で
な
い
場

　
合
、
１
カ
月
あ
た
り
２
万
円

　
（
３
カ
月
ま
で
）

〆
３
月
27
日
㈭

※
平
成
25
年
10
月
16
日
以
降
に

行
っ
た
復
旧
工
事
を
対
象
と
し

ま
す
。

台
風
26
号
に
よ
る
八
街
市
災
害

復
興
住
宅
資
金
利
子
補
給
金

対
台
風
26
号
に
よ
り
、
住
宅
な

　
ど
に
被
害
を
受
け
た
方
の
う

　
ち
、
市
か
ら
り
災
証
明
書
の

　
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、

　
住
宅
の
再
建
資
金
を
金
融
機

　
関
か
ら
借
り
入
れ
る
方

補
助
金
額
（
５
年
以
内
）

台
風
26
号
の
被
災
者
支
援
制
度
に
つ
い
て

①
利
子
の
う
ち
年
利
３
％
以
内

　
の
金
額

②
住
宅
再
建
資
金
の
範
囲

　
被
災
し
た
住
宅
の
代
わ
り
と

　
し
て
、
市
内
に
住
宅
を
新
築

　
も
し
く
は
購
入
、
ま
た
は
被

　
災
し
た
住
宅
な
ど
の
補
修
を

　
行
う
た
め
に
、
金
融
機
関
か

　
ら
借
り
入
れ
た
資
金

③
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る
借

　
入
金
額
10
万
円
以
上
５
０
０ 

　
万
円
以
下

※
平
成
25
年
10
月
16
日
以
降
、

こ
の
制
度
の
施
行
前
に
既
に
借

り
入
れ
て
い
た
住
宅
再
建
資
金

に
つ
い
て
も
対
象
と
し
ま
す
。

問
防
災
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
９

　
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
次
の

支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
３
月

31
日
ま
で
の
児
童
を
監
護
し
て

い
る
父
ま
た
は
母
、
も
し
く
は
、

父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
手
当
に
は
所
得

に
よ
る
支
給
制
限
が
あ
る
ほ
か
、

受
給
期
間
が
５
年
を
経
過
し
て

い
る
方
の
う
ち
就
業
意
欲
が
見

ら
れ
な
い
方
は
、
支
給
額
の
２

分
の
１
が
支
給
停
止
と
な
り
ま

す
。

支
給
要
件

①
父
母
が
離
婚
（
事
実
婚
解
消

　
を
含
む
）
し
た
後
、
父
ま
た

　
は
母
と
一
緒
に
生
活
し
て
い

　
な
い

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

③
父
ま
た
は
母
に
重
度
（
国
民

　
年
金
の
障
害
等
級
１
級
程
度
）

　
の
障
害
が
あ
る

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら

　
か
で
な
い

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き

　
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
は
、
父
ま
た
は
母
が
引

　
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

　
て
い
る

児
童
扶
養
手
当
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

⑥
父
ま
た
は
母
が
保
護
命
令
を

　
受
け
た

⑦
母
が
未
婚

⑧
父
母
と
も
に
不
明

※
次
の
場
合
に
は
、
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
対
象
児
童
や
父
ま
た
は
母
、

　
あ
る
い
は
養
育
者
が
、
公
的

　
年
金
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除

　
く
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

　
る
と
き
。

・
対
象
児
童
が
父
ま
た
は
母
の

　
配
偶
者
（
事
実
婚
を
含
む
）

　
に
養
育
さ
れ
て
い
る
と
き

問
児
童
家
庭
課

　
☎
４
４
３
│
１
６
９
３

第
37
回
八
街
市
社
会
教
育
振
興
大
会

使
用
済
み
の
植
物
性
食
用
油
を
収
集
し
て
い
ま
す

資
源
ご
み
の
回
収
実
施
団
体
を
募
集
し
て
い
ま
す

台
風
26
号
の
被
災
者
支
援
制
度
に
つ
い
て

問 問 問

問問

児
童
扶
養
手
当
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

対

対

〆

時

時

場

場
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